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    平成２６年第３回甘楽町議会定例会会議録第１号     

 

平成２６年９月９日（火曜日） 

                                     

議事日程 第１号 

   平成２６年９月９日（火曜日）午前１０時９分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 陳情の委員会付託 

日程第 ４ 議案第４５号 工事請負契約の締結について 

             「反町、上引田線外配水管布設工事（４－２工区）」 

日程第 ５ 議案第４６号 工事請負契約の変更について 

             「甘楽町立小学校空調設備設置工事」 

日程第 ６ 議案第４７号 甘楽町名誉町民の選定について 

日程第 ７ 議案第４８号 甘楽町有功者の選定について 

日程第 ８ 議案第４９号 甘楽町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について 

日程第 ９ 議案第５０号 甘楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定について 

日程第１０ 議案第５１号 甘楽町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について 

日程第１１ 議案第５２号 甘楽町税条例等の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第５３号 甘楽町保育の実施に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第１３ 議案第５４号 甘楽町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第１４ 議案第５５号 平成２６年度甘楽町一般会計補正予算（第２号） 

日程第１５ 議案第５６号 平成２６年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１６ 議案第５７号 平成２６年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算（第
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１号） 

日程第１７ 議案第５８号 平成２６年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１８ 議案第５９号 平成２６年度甘楽町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１９ 議案第６０号 平成２５年度甘楽町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２０ 議案第６１号 平成２５年度甘楽町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２１ 議案第６２号 平成２５年度甘楽町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第２２ 議案第６３号 平成２５年度甘楽町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２３ 議案第６４号 平成２５年度甘楽町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第２４ 議案第６５号 平成２５年度甘楽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第２５ 議案第６６号 平成２５年度甘楽町水道事業会計決算の認定について 

                                     

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１２人） 

       １番  江 原 榮 和 君       ２番  佐 俣 勝 彦 君 

       ３番  山 﨑 愛 子 君       ４番  富 岡 朝 男 君 

       ５番  山 﨑 澄 子 君       ６番  長 岡 敬 一 君 

       ７番  栁 澤 清 次 君       ８番  長谷川 儀 平 君 

       ９番  黛   哲 夫 君      １０番  中 里 芳 久 君 

      １１番  吉 田 恭 一 君      １２番  山 田 邦 彦 君 

欠席議員 なし 

                                     

説明のため出席した者 

  町     長  茂 原 荘 一 君  副  町  長  由 田   進 君 

  教  育  長  柴 山   豊 君  会計管理者（会計課長）  石 井 和 子 君 

  総 務 課 長  山 田 隆 史 君  企 画 課 長  松 沢 計 作 君 

  健 康 課 長  中 野 哲 也 君  住 民 課 長  飯 塚   章 君 

  振 興 課 長  松 本 一 雄 君  水 道 課 長  吉 田 喜代治 君 

  学校教育課長  山 田   勇 君  社会教育課長  吉 田 泰 志 君 

  農業委員会事務局長  山 﨑   等 君 

                                     

事務局職員出席者 

  事 務 局 長  高 橋   茂    書     記  飯 塚 香 奈 
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○開会・開議 

   午前１０時９分開会・開議 

◇議長（黛 哲夫君） 議員の出席が定足数に達しておりますので、これより平成２６年

第３回甘楽町議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。順次議事を進めま

す。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○町長挨拶 

◇議長（黛 哲夫君） 町長から挨拶の申し出がありますので、これを許します。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） おはようございます。それでは、平成２６年甘楽町議会第３回定

例会の開会にあたりまして、ご挨拶を申し上げます。 

 議員各位におかれましては、ご多忙の中、全員のご出席をいただきまして、ここに甘楽

町議会第３回定例会が開会できますことに厚くお礼を申し上げます。 

 今年の夏は、猛暑に見舞われるとともに、地域によっては台風、そして豪雨により心痛

む大きな災害がありました。９月に入ってからは、雨が続くなど不安定な天候が続いてお

ります。 

 また今年の夏は、姉妹都市であるイタリア・チェルタルド市との青少年相互派遣事業が

行われました。３０年以上にわたる交流の中で情報通信の進歩等により交流の形に変化は

ありますが、言葉や文化の異なる人や地域を知ることにより国際感覚を身につけるととも

に、世界の平和の大切さを実感してくれたものと思います。 

 先週、安倍内閣の改造が行われ１２人の閣僚が交代という大改造でありました。地元選

出議員の入閣もあり、町内でも関心の高いものとなっております。この実行実現内閣と称

した新内閣で「地方の創生」が重点課題と位置づけられております。地方に対する諸事業

の展開やローカルアベノミクスと呼ばれる経済対策効果の地方普及を期待しております

が、今後は「地方の創生」の主役たる個々の自治体の取り組みが一層重要になると思われ

ます。 

 さて、本議会でありますが、平成２５年度一般会計及び特別会計決算認定議案をはじめ

とする２２議案をご提案いたします。十分なるご審議を賜りますようあらかじめお願い申

し上げます。各議案の詳細につきましては、ご提案の都度、説明を申し上げますので、そ
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の大要のみを申し上げたいと思います。 

 まず、議案第４５号につきましては、水道配水管布設工事の契約についてお願いするも

のであります。議案第４６号の工事請負契約の変更につきましては、小学校空調設備設置

工事について契約金額の変更をお願いするものであります。 

 議案第４７号につきましては、来月に重要無形文化財保持者、いわゆる人間国宝に認定

される須田賢司氏を名誉町民条例に基づき名誉町民に選定したいものであります。 

 議案第４８号につきましては、表彰条例に基づき今年度の有功者３名を選定したいもの

であります。 

 議案第４９号から第５１号につきましては、地方分権改革に伴う法改正による条例制定

であります。 

 議案第５２号は上位法の改正等による条例の一部改正、議案第５３号は上位法施行規則

の施行に伴う条文の整備のための条例の一部改正、議案第５４号は施設の利便性を図るた

めの条例の一部改正であります。 

 次に議案第５５号から第５９号につきましては、平成２６年度の一般会計、介護保険事

業特別会計、農業集落排水事業特別会計、公共下水道事業特別会計及び水道事業会計の予

算補正をお願いするものであります。それぞれ行政需要の変動や状況の変化に対応した所

要の補正であります。 

 議案第６０号から第６６号は平成２５年度の一般会計、各特別会計、水道事業会計、そ

れぞれの決算認定をお願いするものであります。 

 平成２５年度の一般会計におきましては、歳入総額は６８億４，７０２万９，０００

円、歳出総額は６４億７，３４２万７，０００円となり、前年に比べ決算規模で、歳入で

は２４．２％の増加、歳出では２６．６％の増加となりました。 

 歳入では、法人住民税が減少したものの個人所得の増、新築家屋の増により町税全体で

は増額となりました。また、地方交付税、町債も減額となりましたが、社会資本整備総合

交付金等の国庫支出金の増額により昨年度を上回る決算となりました。 

 歳出においても、道の駅整備事業費、緊急経済対策による土木費、基金の積立金の増額

等により昨年度を上回る決算となりました。 

 財政指標につきましては、財政力指数が町税の増により１．１ポイント上昇いたしまし

た。また、経常収支比率は普通交付税と臨時財政対策債の減額により前年比１．８ポイン

ト低下しましたが、実質公債比率は０．４％改善をいたしました。 
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 続いて、平成２５年度に実施しました各会計における主な事業について申し上げます。 

 まず、一般会計から申し上げます。 

 最初に、住民・福祉・医療対策であります。 

 まず、定住化を促進する「まちづくり定住応援金事業」の対象となる件数は５６件であ

りました。また、県内でも先駆けて行っておりますパスポートの交付については申請件数

が１９７件でございました。 

 高齢者福祉では、生きがい対策として社団法人化が図られたシルバー人材センターへの

運営費補助を行い、また老人クラブの補助金により高齢者の活動支援を行いました。 

 在宅福祉及び施設福祉では、介護保険の対象とならない高齢者のために緊急通報装置の

設置や安否確認訪問等を実施するとともに、在宅介護者の支援の労をねぎらうための介護

慰労金を支給いたしました。 

 また養護老人ホームへの適正な入所措置を実施しました。 

 福祉医療では、引き続き中学校卒業までの医療費無料化とともに、母子父子家庭への医

療費補助を実施いたしました。 

 障害者福祉では、障害者自立支援法に基づく居宅支援や施設支援事業を実施するととも

に、地域生活支援事業の取り組みにより障害者福祉の円滑な推進を図りました。 

 児童福祉では「子どもを育てるなら甘楽町」として、かんら保育園の土曜日終日延長保

育や第３子以降の保育料無料化を継続して実施し、かんら学童保育所による放課後健全育

成事業も継続して実施をいたしました。 

 また、保護者の家計負担軽減を図るとともに、町内商店の振興に寄与するように甘楽町

商工会の商品券による出産祝金を支給し子育て支援を実施いたしました。 

 さらに、新規事業として「３世代同居世帯子育て奨励金」を実施し、甘楽町商工会の商

品券を交付いたしました。 

 予防接種事業では、高齢者インフルエンザ予防等の予防接種法による定期接種事業の実

施や肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチン、子宮頸がん予防等の任意接種への補助を実施する

とともに、おたふく風邪及び水痘予防接種を新規に実施し、疾病予防を実施いたしまし

た。 

 保健事業及び健康づくり推進事業では、各種がん検診や検査を実施し、疾病の早期発見

のため受診率の向上に努め、健康づくりイベントとして第２回の甘楽町さくらウオークを

実施いたしました。 
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 母子保健事業では、妊婦検診や妊婦歯科検診の公費負担を実施いたしました。継続して

実施をしております不妊治療費補助金は９件の申請があり、少子化対策事業としての成果

を上げております。 

 また、子育て支援の一環として新たにブックスタート事業を実施いたしました。 

 次に、環境保全対策におきましては、町民の皆さんのご理解により分別収集や資源回収

を推進し、ごみの減量化、資源のリサイクル化に努めました。 

 また、住宅用太陽光発電設備の設置補助金は５８件の申請があり前年度と比較すると２

１件の増でした。 

 次に、産業の振興であります。 

 まず、農業につきましては、地域の創意工夫や自主性を活かした取り組みを総合的に支

援し、町の産地強化や産地ブランド化を図りました。 

 さらに、道の駅の増築、ピザ窯の設置を行い、農産物及び加工品の販売拠点としての整

備を行いました。 

 また、担い手支援や有機農業など環境保全型農業を推進するとともに、立て札を使用し

た農地貸出事業による農地の流動化の促進、小規模農村整備事業による農道そして農業用

水路の整備及び改修を実施いたしました。 

 ２月の大雪被害に対しましては、迅速な対応に努め農業生産復旧支援を実施いたしまし

た。 

 林業では、林業再生緊急路網及び林業作業道総合整備事業により１４路線を整備し、間

伐・除伐作業の効率化を図りました。また、森林セラピー基地、森林セラピーロードの認

定を受け新たな森林活用に取り組みました。 

 商工振興におきましては、新商品研究開発支援補助金制度を継続実施し、町の発展に寄

与する新商品の開発を促進しました。小口融資資金の利子補給事業では、町内中小企業の

経済対策として利子補給率０．５％の上乗せを継続実施し、経営基盤確立や事業支援の強

化を図り融資総額は６０件、３億２，１１８万円でした。また、天引工業団地と中道工業

団地に工場が建設され町に活気を生み出しております。 

 ２月の大雪対策に対しまして、農業同様に迅速な対応に努め事業復旧支援を実施いたし

ました。 

 観光振興事業では、小幡八幡山遊歩道整備、稲含山神の池公園整備等を行いました。甘

楽町最大のイベントである「さくら祭り武者行列」は、約３万５，０００人の観光客で賑
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わい、道の駅甘楽のグランドオープン時に実施した「食の祭典」も大いに賑わいました。 

 また、東京銀座の群馬総合情報センターを活用しての観光物産展や観光業者との情報交

換会の開催により観光客の誘致に努めるともに、平成２５年度においても３月から３年目

となる「キラッとかんら観光キャンペーン」を実施し、町民の皆さんにもご協力をいただ

き大きな成果を上げることができました。 

 さらに町発足５５周年に合わせ町のイメージキャラクター「かんらちゃん」を誕生さ

せ、新たな町のＰＲ戦略を展開させました。 

 次に、道路・公園等の社会資本の整備であります。 

 町道につきましては、道路改良のほか維持補修工事、舗装の補修工事を実施するととも

に、甘楽パーキングエリアにスマートインターチェンジを設置するための委託調査を実施

いたしました。 

 林道では、森林の育成と公益的機能を高め地域の活性化を図るため、芳の元線改良工

事、草喰八丁河原線の土地購入事業を実施するとともに、県営事業による草喰八丁河原線

の整備事業を実施いたしました。 

 公園施設では、甘楽総合公園をはじめとする公園の維持管理を実施し、安全で快適な公

園環境づくりに努めました。 

 住宅管理では、老朽化した建物３棟を除去するとともに、４カ所６６戸の町営住宅の維

持管理を実施いたしました。 

 都市計画では、歴史的風致維持向上計画に基づく「観光まちづくりワークショップ」

「食の開発」を実施するとともに、まちづくりシンポジウムを開催いたしました。 

 また、関連工事といたしまして、防火機能強化のため総合公園内に耐震貯水槽を設置い

たしました。 

 緊急経済対策は、平成２４年度からの繰越事業として１４億円を超える事業を実施いた

しました。 

 その主なものは、小幡公園整備、道の駅整備、久保下夕町線整備、遠居出７号線整備、

有賀茶店保存修理、神明山防災広場整備、防災交流センター造成、町道１１路線歩道整備

等であります。観光資源活用、安心・安全の町や都市再生において地域の活性化を図りま

した。 

 消防防災対策においては、町民の生命や財産を守る消防防災施設の整備として４０トン

の耐震性貯水槽を上野地区に設置いたしました。 
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 ２月の大雪では、「地域力」により生活道路の除雪が迅速に行われ町民の皆さんへ改め

て感謝を申し上げるところであります。 

 業者への除雪作業委託とともに、地域力への支援として各区に支援金の交付を行いまし

た。また、住宅等の被害に対しても迅速な支援を図りました。 

 次に、教育関係であります。 

 学校教育では、国際化教育を推進するとともに、情報教育専門員、学校支援員、特別支

援学級支援員を配置し、きめ細やかな教育指導の充実を図りました。 

 施設整備では、小学校において図書室へのエアコンの設置、トイレの洋式化を実施いた

しました。 

 新規統合中学校建設では、測量調査、そして地質調査、建築物の基本設計及び実施設計

を実施いたしました。また、建設用地における文化財発掘調査等を行い報告書を刊行いた

しました。 

 生涯学習推進事業においては、町内各地で特色のある事業に取り組むほかパソコン教

室、ヨガ教室、フラワーアレンジメント教室、篠笛教室等を開催いたしました。 

 青少年育成では、放課後子ども教室を福島・小幡・新屋小学校で実施し、放課後の児童

の安全な居場所づくりに努めました。 

 国指定名勝楽山園の運営事業は、ホタル観賞会を新規に導入する等季節ごとのイベント

を実施し年間５万７，０００人の入園者でありました。町の歴史的、観光的拠点施設にふ

さわしい美観維持に努めるとともに、楽山園の魅力を県内外に周知するためさまざまな情

報発信を行ってまいりました。 

 次に、国際交流ではハルビン市から第８次となる中学生研修団を受け入れました。 

 チェルタルド市との姉妹都市交流は協定締結３０年の節目の年であり、チェルタルド市

の生んだ偉大な作家ジョヴァンニ・ボッカチオ生誕７００年の年でもあり第１２次となる

使節団を派遣いたしました。チェルタルド市での記念式典には、議員団にもご出席をいた

だき、この場を借りて改めて感謝を申し上げます。 

 また、チェルタルド市から第１１次となる使節団を迎え、町発足５５周年と合わせ記念

式典を記念事業として「ボッカチオ生誕７００年記念絵画展」を開催いたしました。 

 地域情報対策では、総合行政システムの有効活用及び効率的な運用を行い、ソフトウエ

ア・ハードウエアの更新により事務の効率化と住民サービスの充実に努めました。また、

観光ＰＲ等で情報を発信する町のホームページ及びメールマガジンの充実に努めました。 
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 まちづくりでは、まちづくりの主体である町民の皆さんとの「協働」による地域づくり

を進めるためフラワープラン推進事業、そして「かんら花の種銀行」等を継続するととも

に、地域ボランティア活動を継続し推進してまいりました。 

 また、新たな公共交通としてデマンドタクシーの試行を６月より実施いたしました。一

方、従来の乗り合いタクシーは、平成２５年度をもって廃止いたしました。 

 平成２５年度は、甘楽町発足５５周年の年であり、多くのご来賓の皆様にご臨席をいた

だき２月１日に記念式典を開催いたしました。先人への感謝、そして今を生きる私たちが

信頼と連帯を持って、夢あるまちを築くという５年前の宣言を再度胸に刻み、決意を新た

にいたしたところでございます。 

 行政運営では、第５次総合計画及び第４次行政改革大綱に基づき合理化・効率化に努め

てまいりました。 

 以上が一般会計の大要でありますが、財政状況の厳しさに変わりはなく、第５次総合計

画「ＫＡＮＲＡプラン輝き」を指針として「小さな町でも光り輝き、町民が等しく安心し

て暮らせるまちづくり」を推進していく所存であります。 

 続きまして、特別会計について申し上げます。 

 まず、国民健康保険事業特別会計であります。 

 平成２５年度における実質単年度収支は、９，３０１万１，０００円の赤字となりまし

た。保険税は収納率は０．５％上昇したものの、収納額は被保険者の減少等により前年比

１．６％の減でありました。１件当たりの療養諸費が前年比１２．５％増加をし高額療養

費も２５．６％の増加となりました。 

 今後も、１人当たりの保険給付費額の上昇や後期高齢者支援金、介護納付金の増額が見

込まれ国保財政は非常に厳しい状況でありますが、国保税の収納率の向上等収納確保対策

を強化し、特定検診・人間ドックの受診率向上を図り疾病の早期発見、そして早期治療を

推進し、医療費の抑制を図り財政の健全化に努力していく所存であります。 

 次に、介護保険事業特別会計につきましては、歳出総額のうち介護給付費は９億３，７

３４万７，０００円で、対前年比２．９％の増加となりました。 

 今後も可能な限り住み慣れた家、そして地域で日常生活を送れるよう介護予防事業を推

進し、介護予防サポーター等のボランティア養成を図るとともに介護サービスの充実に努

めていきます。 

 続いて、農業集落排水事業特別会計であります。 
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 施設の維持管理とともに未接続者の接続推進を図りました。今後も水質保全及び生活環

境改善を目指し、施設の適正な維持管理に努めてまいります。 

 次に、公共下水道事業特別会計につきましては、白倉地内、金井地内及び小幡地内の管

渠布設工事等を実施いたしました。平成２６年４月１日現在の供用区域は３０９．９ヘク

タールとなり認可面積に対する実施率は６６．６％であります。今後も、長期的な整備計

画により生活環境を保持し公共用水域の水質保全のために事業実施に努めてまいります。 

 次に、後期高齢者医療特別会計であります。 

 保険料の収納率は９９．５％で前年比０．１％の増でありました。１人当たりの保険給

付費は６２万１，２４９円で、前年と比較すると給付件数の増加により保険給付費は６．

８％、約８，１４０万円増加いたしました。 

 次に、水道事業会計であります。 

 平成２５年度は、深刻な水不足は無く年間を通じてほぼ安定した供給ができました。安

全で良質な水の安定供給のために白倉・轟浄水場において、浄水設備機器の更新工事を、

秋畑浄水場管内では監視装置設置工事を行いました。 

 しかしながら、事故により広範囲にわたる水質汚濁を発生させてしまったことは大いに

反省するとともに、安全でおいしい水道水をお届けするために今後も水源管理、そして各

浄水場の維持管理に一層努めてまいります。 

 以上、申し上げましたように各会計ともに厳しい財政運営の中にありますが、中期的な

財政健全化に十分配慮し、事業の緊急性、適時性を考慮しながら住民福祉の増進のために

各種事業を実施してまいりました。 

 平成２５年度は、緊急経済対策「アベノミクス」が発動によるところの社会資本整備を

単年度で集中し実施をした年度となりました。 

 限られた財源の重点配分と最小の経費で最大の効果を上げるため創意と工夫を持って町

政の執行に当たり、子育て支援対策事業、観光まちづくり、歴史的風致維持向上計画及び

新規統合中学建設事業等の諸事業を推進いたしました。 

 以上、大変長くなりましたが、各議案の大要について申し上げました。あらかじめのご

理解をお願い申し上げます。 

 今定例会におきましても、議員各位にはくれぐれも体調にご留意をいただきまして、十

分なるご審議を賜りますようお願い申し上げ開会のご挨拶とさせていただきます。ありが

とうございました。 
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―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１ 会議録署名議員の指名 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

 甘楽町議会会議規則第１２７条の規定により、議長から次の議員を指名いたします。第

８番、長谷川儀平君、第１０番、中里芳久君の両名といたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２ 会期の決定 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第２、会期の決定について議題といたします。 

 本件につきましては、さきに議会運営委員会が開かれておりますので、議会運営委員長

中里芳久君、登壇して報告をお願いいたします。 

◇議会運営委員長（中里芳久君） 議会運営委員会報告。議長の指名がありましたので、

議会運営委員会の経過と結果について報告いたします。 

 去る９月２日に議会運営委員会を開き本定例会の会期日程等について協議した結果、会

期については本日から１７日までの９日間とし、日程については議会速報で配付したとお

りであります。 

 以上でありますが、この会期、日程等にご賛同賜り、円滑な議会運営ができますよう議

員各位のご協力をお願い申し上げまして報告といたします。 

 以上です。 

◇議長（黛 哲夫君） お諮りいたします。 

 議会運営委員長の報告どおり、本定例会の会期を本日から１７日までの９日間とするこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（黛 哲夫君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日から１７日までの９日

間と決定いたしました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３ 陳情の委員会付託 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第３、陳情の委員会付託を行います。 

 お手元に配付の文書表のとおり、総務文教常任委員会、社会産業常任委員会に付託いた

します。各常任委員会は、本定例会の会期中にご審議の上、報告を願います。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 
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○日程第４ 議案第４５号 工事請負契約の締結について 

             「反町、上引田線外配水管布設工事（４－２工区）」 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第４、議案第４５号 工事請負契約の締結について「反町、

上引田線外配水管布設工事（４－２工区）」を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 企画課長。 

◇企画課長（松沢計作君） 議案第４５号 工事請負契約の締結について。反町、上引田

線外配水管布設工事（４－２工区）の施工について、次のとおり請負契約したいので、地

方自治法第９６条第１項第５号及び甘楽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例第２条の規定により、町議会の議決を求める。平成２６年９月９日提

出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。石綿管を耐震性に優れたダクタイル鋳鉄管に更新し、

水の安定的な供給を図るため。 

 次のページをお願いいたします。 

 記。１．契約の目的。反町、上引田線外配水管布設工事（４－２工区）。２．契約の方

法。指名競争入札。３．契約の金額。８，３４８万４，０００円。うち、取引に係る消費

税額６１８万４，０００円。４．契約の相手方。富岡市神農原７０番地２、岩井建設株式

会社、代表取締役岩井重夫。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（黛 哲夫君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 ご質疑を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（黛 哲夫君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

 続いて、討論に入ります。討論を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（黛 哲夫君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

 続いて、採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（黛 哲夫君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 
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―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第５ 議案第４６号 工事請負契約の変更について 

             「甘楽町立小学校空調設備設置工事」 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第５、議案第４６号 工事請負契約の変更について「甘楽町

立小学校空調設備設置工事」を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 企画課長。 

◇企画課長（松沢計作君） 議案第４６号 工事請負契約の変更について。平成２６年６

月１０日契約議決した学校施設等整備事業 甘楽町立小学校空調設備設置工事について、

次のとおり請負契約を変更したいので、地方自治法第９６条第１項第５号及び甘楽町議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、町議会

の議決を求める。平成２６年９月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。甘楽町立福島

小学校職員室に空調設備を追加するため。 

 次のページをお願いいたします。 

 記。変更前。１．契約の目的。学校施設等整備事業 甘楽町立小学校空調設備設置工

事。２．契約の金額。７，８８４万円。うち、取引に係る消費税額５８４万円。３．契約

の相手方。高崎市江木町７１０番地１、熊井戸工業株式会社、代表取締役熊井戸照夫。変

更後。１．契約の目的。変更なし。２．契約の金額。８，００６万４００円。うち、取り

引きに係る消費税額５９３万４００円。３．契約の相手方。変更なし。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（黛 哲夫君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 ご質疑を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（黛 哲夫君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

 続いて、討論に入ります。討論を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（黛 哲夫君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

 続いて、採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は、挙手を願います。 
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〔賛成者挙手〕 

◇議長（黛 哲夫君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第６ 議案第４７号 甘楽町名誉町民の選定について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第６、議案第４７号 甘楽町名誉町民の選定についてを議題

といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） 議案第４７号 甘楽町名誉町民の選定について。下記の者を甘楽

町名誉町民条例（平成７年甘楽町条例第２号）の基づき、名誉町民に選定したいので、町

議会の同意を求める。平成２６年９月９日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 記。甘楽町名誉町民に該当する者。甘楽町大字国峰１６５４番地１、須田賢司、昭和２

９年６月２７日生まれ。 

 以上です。お願いいたします。 

◇議長（黛 哲夫君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 ご質疑をお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（黛 哲夫君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

 続いて、討論に入ります。討論をお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（黛 哲夫君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

 続いて、採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（黛 哲夫君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第７ 議案第４８号 甘楽町有功者の選定について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第７、議案第４８号 甘楽町有功者の選定についてを議題と



－16－ 

いたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） 議案第４８号 甘楽町有功者の選定について。下記の者を甘楽町

表彰条例（昭和５７年甘楽町条例第１号）の基づき、有功者に選定したいので、町議会の

承認を求める。平成２６年９月９日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 記。甘楽町表彰条例第３条第２号に該当する者。甘楽町大字上野２５４番地１、吉田恭

一、昭和２３年９月２０日生まれ。甘楽町表彰条例第３条第４号、第６号、第７号に該当

する者。甘楽町大字秋畑４４０６番地１、新井 健、昭和１２年６月７日生まれ。甘楽町

表彰条例第３条第８号、第９号に該当する者。甘楽町大字国峰１６５４番地１、須田賢

司、昭和２９年６月２７日生まれ。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

◇議長（黛 哲夫君） 本案は、地方自治法第１１７条の規定により除斥に触れますの

で、第１１番議員、吉田恭一君の退席を求めます。 

〔第１１番議員、吉田恭一君退席〕 

◇議長（黛 哲夫君） 提案者の説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 

 ご質疑を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（黛 哲夫君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

 続いて、討論に入ります。討論を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（黛 哲夫君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

 続いて、採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（黛 哲夫君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 吉田恭一君は、自席にお戻りください。 

〔第１１番議員、吉田恭一君着席〕 
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―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第８ 議案第４９号 甘楽町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第８、議案第４９号 甘楽町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） １０ページをお願いいたします。議案第４９号 甘楽町家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。上記の議案を別

紙のとおり提出する。平成２６年９月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるため。 

 よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第９ 議案第５０号 甘楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第９、議案第５０号 甘楽町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） ２８ページをお願いいたします。議案第５０号 甘楽町特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定につい

て。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成２６年９月９日提出、甘楽町長茂原荘一。

提案理由。特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるた

め。 

 よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１０ 議案第５１号 甘楽町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の制定について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１０、議案第５１号 甘楽町放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 
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 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） ４７ページをお願いいたします。議案第５１号 甘楽町放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。上記の議

案を別紙のとおり提出する。平成２６年９月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるため。 

 よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１１ 議案第５２号 甘楽町税条例等の一部を改正する条例について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１１、議案第５２号 甘楽町税条例等の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 住民課長。 

◇住民課長（飯塚 章君） ５３ページをお願いいたします。議案第５２号 甘楽町税条

例等の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成２６年９

月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。地方税法等の一部改正に伴う改正のため。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１２ 議案第５３号 甘楽町保育の実施に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１２、議案第５３号 甘楽町保育の実施に関する条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） ５８ページをお願いいたします。議案第５３号 甘楽町保育

の実施に関する条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出す

る。平成２６年９月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。保育の必要性の認定に関

し、必要な事項を定めるため。 

 よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 
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○日程第１３ 議案第５４号 甘楽町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１３、議案第５４号 甘楽町学童保育所の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） 議案第５４号 甘楽町学童保育所の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成２６年９月

９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。学童保育所の利用範囲及び開所時間を拡大する

ため。 

 よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１４ 議案第５５号 平成２６年度甘楽町一般会計補正予算（第２号） 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１４、議案第５５号 平成２６年度甘楽町一般会計補正予

算（第２号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 企画課長。 

◇企画課長（松沢計作君） 議案第５５号 平成２６年度甘楽町一般会計補正予算（第２

号）。平成２６年度甘楽町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億１，６６

０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７０億９，６００万円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。（地方債の補正）第２条、地方

債の補正は、「第２表 地方債補正」による。平成２６年９月９日提出、甘楽町長茂原荘

一。 

 次のページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。歳入。款、補正額で

お願いいたします。９款地方特例交付金１０５万９，０００円。１０款地方交付税、減額

２，１９３万９，０００円。１４款国庫支出金３，７６６万７，０００円。１５款県支出

金１３９万９，０００円。１７款寄附金１，０９３万４，０００円。１８款繰入金１５０

万円。１９款繰越金５，９９９万１，０００円。２０款諸収入２，６９８万９，０００
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円。２１款町債、減額１００万円。歳入合計。補正前の額６９億７，９４０万円、補正額

１億１，６６０万円、計７０億９，６００万円。 

 歳出。２款総務費１，４８０万２，０００円。３款民生費６５万１，０００円。６款農

林水産業費２，１０６万円。７款商工費８４万７，０００円。８款土木費７，６４２万

８，０００円。９款消防費６０万円。１０款教育費２２１万２，０００円。歳出合計。補

正前の額６９億７，９４０万円、補正額１億１，６６０万円、計７０億９，６００万円。 

 ４ページ、５ページをお願いいたします。「第２表 地方債補正」。変更。臨時財政対

策債。補正前の限度額、２億３，０００万円。補正後の限度額、２億２，９００万円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１５ 議案第５６号 平成２６年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第１

号） 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１５、議案第５６号 平成２６年度甘楽町介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） ３０ページをお願いいたします。議案第５６号 平成２６年

度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）。平成２６年度甘楽町介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。（歳入歳出予算の補正）第１

条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５３９万３，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１０億５，２６９万３，０００円とする。第２項、歳入歳出

予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。平成２６年９月９日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 ３１、３２ページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。歳入。款、補

正額でお願いいたします。３款国庫支出金１４万円。４款支払基金交付金８１万５，００

０円。５款県支出金８万７，０００円。８款繰入金、減額２７８万６，０００円。１０款

繰越金７０５万円。歳入合計。補正前の額１０億４，７３０万円、補正額５３９万３，０

００円、計１０億５，２６９万３，０００円。 

 歳出。２款保険給付費７０万円。７款諸支出金４６９万３，０００円。歳出合計。補正

前の額１０億４，７３０万円、補正額５３９万３，０００円、計１０億５，２６９万３，
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０００円。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１６ 議案第５７号 平成２６年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号） 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１６、議案第５７号 平成２６年度甘楽町農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（吉田喜代治君） ４１ページをお願いいたします。議案第５７号 平成２６

年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）。平成２６年度甘楽町農業集落

排水事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。（歳入歳出予算の補

正）第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１２万２，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，４９２万２，０００円とする。第２項、歳

入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。平成２６年９月９日提出、甘楽町長茂原荘

一。 

 次のページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款、補正額でお願い

します。歳入。２款繰入金３１２万２，０００円。歳入合計。補正前の額１億４，１８０

万円、補正額３１２万２，０００円、計１億４，４９２万２，０００円。 

 歳出。１款農業集落排水事業費３１２万２，０００円。歳出合計。補正前の額１億４，

１８０万円、補正額３１２万２，０００円、計１億４，４９２万２，０００円。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１７ 議案第５８号 平成２６年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号） 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１７、議案第５８号 平成２６年度甘楽町公共下水道事業

特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 
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◇水道課長（吉田喜代治君） ５２ページをお願いいたします。議案第５８号 平成２６

年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）。平成２６年度甘楽町公共下水道

事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。（歳入歳出予算の補正）

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３８万７，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億７，８８８万７，０００円とする。第２項、歳入歳

出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。平成２６年９月９日提出、甘楽町長茂原荘

一。 

 次のページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款、項、補正額でお

願いいたします。歳入。４款繰入金３３８万７，０００円。歳入合計。補正前の額５億

７，５５０万円、補正額３３８万７，０００円、計５億７，８８８万７，０００円。 

 歳出。１款公共下水道費３３８万７，０００円。歳出合計。補正前の額５億７，５５０

万円、補正額３３８万７，０００円、計５億７，８８８万７，０００円。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１８ 議案第５９号 平成２６年度甘楽町水道事業会計補正予算（第１号） 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１８、議案第５９号 平成２６年度甘楽町水道事業会計補

正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（吉田喜代治君） ６３ページをお願いいたします。議案第５９号 平成２６

年度甘楽町水道事業会計補正予算（第１号）。第１条、平成２６年度甘楽町水道事業会計

補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。（収益的収入及び支出）第２条、平成

２６年度甘楽町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとお

り補正する。科目と補正予定額で説明いたします。支出。第１款上水道事業費用、３，０

００円。２款簡易水道事業費用４，０００円。支出合計。既決予定額２億２，６７０万

円。補正予定額７，０００円。計２億２，６７０万７，０００円。（資本的収入及び支

出）第３条、予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額」

２億９，０３５万３，０００円を３億２，２３５万３，０００円に改め、「過年度分損益

勘定留保資金」２億５，４４７万８，０００円を２億８，６４７万８，０００円に改め、
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資本的支出の予定額を次のとおり補正する。支出。第１款資本的支出。既決予定額５億

４，３１６万３，０００円。補正予定額３，２００万円。計５億７，５１６万３，０００

円。平成２６年９月９日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１９ 議案第６０号 平成２５年度甘楽町一般会計歳入歳出決算の認定について 

○日程第２０ 議案第６１号 平成２５年度甘楽町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

○日程第２１ 議案第６２号 平成２５年度甘楽町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

○日程第２２ 議案第６３号 平成２５年度甘楽町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

○日程第２３ 議案第６４号 平成２５年度甘楽町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

○日程第２４ 議案第６５号 平成２５年度甘楽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１９、議案第６０号 平成２５年度甘楽町一般会計歳入歳

出決算の認定についてから、日程第２０、議案第６１号 平成２５年度甘楽町国民健康保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第２１、議案第６２号 平成２５年度

甘楽町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第２２、議案第６３号 

平成２５年度甘楽町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第２

３、議案第６４号 平成２５年度甘楽町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて及び日程第２４、議案第６５号 平成２５年度甘楽町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定についてを一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 会計課長。 

◇会計課長（石井和子君） それでは、別冊の甘楽町決算書をお願いいたします。表紙の

次のページをお願いいたします。 

 議案第６０号 平成２５年度甘楽町一般会計歳入歳出決算の認定について。上記を地方

自治法第２３３条第３項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付す



－24－ 

る。平成２６年９月９日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページ、１ページをお開き願います。各会計について、歳入歳出も、款の数字のみ

読み上げます。平成２５年度歳入歳出決算書。 

 歳入から申し上げます。１款町税、収入済額１４億１，６０５万７，１８１円、不納欠

損額１，５３８万２４６円、収入未済額８，０５６万９，３９１円。２款以降は、収入済

額を申し上げます。２款地方譲与税７，２０４万８，０００円。３款利子割交付金３３２

万５，０００円。４款配当割交付金４９２万４，０００円。５款株式等譲渡所得割交付金

７８０万６，０００円。６款地方消費税交付金１億１，２０３万３，０００円。７款ゴル

フ場利用税交付金４，８７４万２，５８７円。８款自動車取得税交付金２，１８７万４，

０００円。９款地方特例交付金６８９万４，０００円。１０款地方交付税１７億５，０１

１万円。 

 ２ページになります。１１款交通安全対策特別交付金１５４万５，０００円。１２款分

担金及び負担金３８５万２，１１２円、１３款使用料及び手数料１億７，７２４万８，９

６０円、収入未済額３万３，０００円。１４款国庫支出金１５億７，４２６万３，６６５

円。１５款県支出金２億７，９０１万３，４１８円。１６款財産収入６，９７９万３，７

８９円。１７款寄附金５，３７３万５，４７９円。１８款繰入金４億１，１４１万９，０

００円。１９款繰越金３億５，６４７万７，０９９円。２０款諸収入２億１，８２６万

７，６８５円、収入未済額については３３万２，４００円です。 

 ３ページになります。２１款町債２億５，７６０万円。歳入合計。予算現額６９億４，

０１８万７，６２３円。調定額６９億４，３３４万５，０１２円。収入済額６８億４，７

０２万９，９７５円。不納欠損額１，５３８万２４６円。収入未済額８，０９３万４，７

９１円。 

 次、４ページをお願いいたします。歳出については、支出済額を申し上げます。 

 １款議会費７，３４４万７６６円。２款総務費９億９，４６４万２，９６６円、翌年度

繰越額１５９万６，８２３円。３款民生費１１億２，８９６万４，９１２円、翌年度繰越

額３４９万９，２００円。４款衛生費３億８，４８１万２，６９６円。５款労働費１，０

０１万４，８００円。６款農林水産業費４億１，２４４万１９８円、翌年度繰越額１億

１，５４６万３，４００円。７款商工費９，４７５万１，１１２円。８款土木費１８億

７，７３２万８，２９７円。 

 ５ページになります。９款消防費２億５，３３６万９，１０８円、翌年度繰越額２，０
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００万円。１０款教育費７億３，６８６万９，５７２円、翌年度繰越額１億１，４９５万

５，６８８円。１１款災害復旧費ゼロ。１２款公債費５億６７９万３，３９４円。１３款

予備費ゼロ。歳出合計。予算現額６９億４，０１８万７，６２３円。支出済額６４億７，

３４２万７，８２１円。翌年度繰越額２億５，５５１万５，１１１円。不用額２億１，１

２４万４，６９１円。 

 続きまして、一般会計最後の方のページになります。１４２ページをお願いいたしま

す。実質収支に関する調書を申し上げます。１．歳入総額６８億４，７０２万９，０００

円。２．歳出総額６４億７，３４２万７，０００円。３．歳入歳出差引額３億７，３６０

万２，０００円。４．翌年度へ繰り越すべき財源（２）繰越明許費繰越額１億８，９１１

万６，０００円。計１億８，９１１万６，０００円。５．実質収支額１億８，４４８万

６，０００円。６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

はありません。 

 以上で、一般会計を終わります。 

 続きまして、グリーンの間紙の次のページをお願いいたします。 

 議案第６１号 平成２５年度甘楽町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて。上記を地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて議

会の認定に付する。平成２６年９月９日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次の１ページをお開き願います。平成２５年度歳入歳出決算書。 

 歳入を申し上げます。１款国民健康保険税、収入済額４億５，１２３万４，３２６円、

不納欠損額１，２４１万４，８５１円、収入未済額８，１３４万７，３９４円。２款以降

は、収入済額を申し上げます。２款使用料及び手数料ゼロ。３款国庫支出金４億２，３５

４万２８２円。４款療養給付費等交付金９，４１２万６，８０４円。５款前期高齢者交付

金２億４，３１８万１５２円。６款県支出金１億９８３万８４９円。７款共同事業交付金

２億２，７６６万６，６１７円。８款財産収入５万２，１８８円。９款寄附金ゼロ。１０

款繰入金６，７３９万９２８円。１１款繰越金７，５１１万３，２７２円。１２款諸収入

２１８万６，７１９円。 

 ２ページをお願いいたします。歳入合計。予算現額１６億６，６５０万円。調定額１７

億８，８０１万６，２９２円。収入済額１６億９，４３２万２，１３７円。不納欠損額

１，２４１万４，８５１円。収入未済額８，１２７万９，３０４円。 

 次、３ページをお願いいたします。歳出。支出済額を申し上げます。１款総務費７５９
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万５，３９７円。２款保険給付費１０億７，３８４万９，２６３円。３款後期高齢者支援

金等２億１，８７９万３５５円。４款前期高齢者納付金等２０万９，４８１円。５款老人

保健拠出金９，５１３円。６款介護納付金１億１６７万９，８２４円。７款共同事業拠出

金１億９，００３万２，３８９円。８款保険事業費２，０９３万４，０１４円。９款基金

積立金５万２，１８８円。１０款公債費ゼロ。 

 次、４ページをお願いいたします。１１款諸支出金１，５４０万９，６７５円。１２款

予備費ゼロ。歳出合計。予算現額１６億６，６５０万円。支出済額１６億２，８５６万

２，０９９円。不用額３，７９３万７，９０１円。 

 次は、２１ページをお開き願います。実質収支に関する調書を申し上げます。１．歳入

総額１６億９，４３２万２，０００円。２．歳出総額１６億２，８５６万２，０００円。

３．歳入歳出差引額６，５７６万円。４．翌年度へ繰り越すべき財源はありません。５．

実質収支額６，５７６万円。６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定によ

る基金繰入額はありません。 

 国民健康保険事業特別会計は、以上です。 

 次に、間紙の次のページをお願いいたします。議案第６２号 平成２５年度甘楽町介護

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。上記を地方自治法第２３３条第３項の規

定により、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。平成２６年９月９日提出、

甘楽町長茂原荘一。 

 次のページ、１ページをお願いいたします。平成２５年度歳入歳出決算書。歳入を申し

上げます。１款保険料、収入済額１億７，２８５万４，９００円、不納欠損額３７万７，

６００円、収入未済額１２２万２，４３６円。２款以降は、収入済額を申し上げます。２

款分担金及び負担金１１１万６，１０７円。３款国庫支出金２億３，９１４万７，１５０

円。４款支払基金交付金２億７，２５５万５，０００円。５款県支出金１億４，０１７万

２，５０４円。６款財産収入２万６，９３９円。７款寄附金ゼロ。８款繰入金１億４，９

４１万７，４５３円。９款諸収入８万５，８１２円。１０款繰越金８００万１，５８５

円。１１款町債ゼロ。歳入合計。予算現額１０億３６３万９，０００円。調定額９億８，

４９７万７，４８６円。収入済額９億８，３３７万７，４５０円。不納欠損額３７万７，

６００円。収入未済額１２２万２，４３６円。 

 ２ページをお願いいたします。歳出です。支出済額を申し上げます。１款総務費６５０

万８，０４１円。２款保険給付費９億３，７３４万７，４５５円。４款地域支援事業費
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２，６４３万５，１８３円。５款基金積立金６万１，９３９円。６款公債費ゼロ。７款諸

支出金５８７万４，０５７円。８款予備費ゼロ。歳出合計。予算現額１０億３６３万９，

０００円。支出済額９億７，６２２万６，６７５円。不用額２，７４１万２，３２５円。 

 次は、１７ページをお開き願います。実質収支に関する調書を申し上げます。１．歳入

総額９億８，３３７万７，０００円。２．歳出総額９億７，６２２万６，０００円。３．

歳入歳出差引額７１５万１，０００円。４．翌年度へ繰り越すべき財源はありません。

５．実質収支額７１５万１，０００円。６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２

の規定による基金繰入額はありません。 

 介護保険事業特別会計は、以上です。 

 続いて、グリーンの間紙の次のページをお願いいたします。議案第６３号 平成２５年

度甘楽町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について。上記を地方自治法第２

３３条第３項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。平成２６

年９月９日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページ、１ページをお開き願います。平成２５年度歳入歳出決算書。歳入を申し上

げます。１款使用料及び手数料、収入済額３，２２４万５，９６５円、収入未済額２６万

９８０円。２款以降は、収入済額を申し上げます。２款繰入金１億１４７万円。３款繰越

金５０万６，５５９円。４款諸収入２９６万円。歳入合計。予算現額１億３，８６４万

５，０００円。調定額１億３，７４４万３，５０４円。収入済額１億３，７１８万２，５

２４円。収入未済額２６万９８０円。 

 ２ページをお願いいたします。歳出です。支出済額を申し上げます。１款農業集落排水

事業費４，２８７万５，６２１円。２款公債費９，３７８万９，１９２円。３款予備費ゼ

ロ。歳出合計。予算現額１億３，８６４万５，０００円。支出済額１億３，６６６万４，

８１３円。不用額１９８万１８７円。 

 次は、８ページをお開き願います。実質収支に関する調書を申し上げます。１．歳入総

額１億３，７１８万３，０００円。２．歳出総額１億３，６６６万５，０００円。３．歳

入歳出差引額５１万８，０００円。４．翌年度へ繰り越すべき財源はありません。５．実

質収支額５１万８，０００円。６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定に

よる基金繰入額はありません。 

 農業集落排水事業特別会計は、以上です。 

 続きまして、間紙の次のページをお願いいたします。議案第６４号 平成２５年度甘楽
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町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。上記を地方自治法第２３３条第

３項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。平成２６年９月９

日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページ、１ページをお開き願います。平成２５年度歳入歳出決算書。歳入を申し上

げます。１款分担金及び負担金、収入済額１，４７５万９０６円、収入未済額９４３万

９，３０３円。２款使用料及び手数料、収入済額８，３１０万１，６４５円、収入未済額

６４万９，１６０円。３款以降は、収入済額を申し上げます。３款国庫支出金９，１８０

万円。４款繰入金１億８，８１０万９，５００円。５款繰越金５６万９，６０８円。６款

諸収入１７２万７，６００円。７款町債１億９３０万円。８款県支出金３０万円。歳入合

計。予算現額４億９，５３４万７，０００円。調定額４億９，９７４万７，７２２円。収

入済額４億８，９６５万９，２５９円。収入未済額１，００８万８，４６３円。 

 ２ページをお願いいたします。歳出。支出済額を申し上げます。１款公共下水道費２億

８，７６０万５，００５円。２款公債費２億１４７万７，６５１円。３款予備費ゼロ。歳

出合計。予算現額４億９，５３４万７，０００円。支出済額４億８，９０８万２，６５６

円。不用額６２６万４，３４４円。 

 次に、１０ページをお開き願います。実質収支に関する調書を申し上げます。１．歳入

総額４億８，９６６万円。２．歳出総額４億８，９０８万３，０００円。３．歳入歳出差

引額５７万７，０００円。４．翌年度へ繰り越すべき財源はありません。５．実質収支額

５７万７，０００円。６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金

繰入額はありません。 

 公共下水道事業特別会計は、以上です。 

 続いて、間紙の次のページをお願いいたします。議案第６５号 平成２５年度甘楽町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。上記を地方自治法第２３３条第３項

の規定により、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。平成２６年９月９日提

出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページ、１ページをお開きください。平成２５年度歳入歳出決算書。歳入を申し上

げます。１款後期高齢者医療保険料、収入済額７，１７９万６，５００円、不納欠損額１

４万８００円、収入未済額２３万９，５００円。２款以降は、収入済額を申し上げます。

２款繰入金４，１８６万４，８７８円。３款諸収入１３４万８，０８４円。４款繰越金２

万９，８８９円。歳入合計。予算現額１億１，７５４万８，０００円。調定額１億１，５
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４１万９，６５１円。収入済額１億１，５０３万９，３５１円。不納欠損額１４万８００

円。収入未済額２３万９，５００円。 

 ２ページをお願いいたします。歳出。支出済額を申し上げます。１款総務費６１万８，

５０３円。２款後期高齢者医療広域連合納付金１億１，２１９万６７５円。３款諸支出金

１３４万８，７８４円。４款予備費ゼロ。歳出総額。予算現額１億１，７５４万８，００

０円。支出済額１億１，４１５万７，９６２円。不用額３３９万３８円。 

 次は、８ページをお開き願います。実質収支に関する調書を申し上げます。１．歳入総

額１億１，５０３万９，０００円。２．歳出総額１億１，４１５万８，０００円。３．歳

入歳出差引額８８万１，０００円。４．翌年度へ繰り越すべき財源はありません。５．実

質収支額８８万１，０００円。６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定に

よる基金繰入額はありません。 

 以上が、平成２５年度一般会計および各特別会計の決算の認定についてでございます。

よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２５ 議案第６６号 平成２５年度甘楽町水道事業会計決算の認定について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第２５、議案第６６号 平成２５年度甘楽町水道事業会計決

算の認定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（吉田喜代治君） 別冊のＡ３の決算書をお開きください。議案第６６号 平

成２５年度甘楽町水道事業会計決算の認定について。上記を地方公営企業法第３０条第４

項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。平成２６年９月９日

提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお開きください。平成２５年度甘楽町水道事業決算報告書（税込）（１）

収益的収入及び支出。区分、決算額の順で申し上げます。収入。第１款上水道事業収益２

億３，１６３万４，２２６円。２款簡易水道事業収益１，３０５万９，４５３円。支出。

１款上水道事業費用１億７，１１２万１，４９０円。２款簡易水道事業費用１，３７５万

９，４１３円。 

 ２ページをお願いいたします。（２）資本的収入及び支出。収入。１款資本的収入２億

２，２９３万９０４円。支出。１款資本的支出４億１，０９５万１，３０２円。資本的収
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支額が資本的支出額に不足する額１億８，８０２万３９８円は、過年度分損益勘定留保資

金１億７，１０８万８，３０８円並びに当該年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額

１，６９３万２，０９０円で補てんした。 

 次のページをお願いいたします。平成２５年度甘楽町水道事業損益計算書（税抜）。

１．営業収益２億１，７７２万６，１０２円。２．営業費用１億６，４８９万４，５３８

円。３．営業外収益２１０万４，０２０円。４．営業外費用１，８１３万６，０５７円。

５．特別損失１８万８，６１６円。当年度純利益３，６６１万９１１円。前年度繰越利益

剰余金５万８，３４１円。当年度末処分利益剰余金３，６６６万９，２５２円。 

 続いて、右上の表をご覧ください。平成２５年度甘楽町水道事業剰余金処分計算書。未

処分利益剰余金３，６６６万９，２５２円の処分の内訳でありますけれども、表の中段を

ご覧いただきたいと思います。条例第２条による処分額３，４５０万円、減債積立金の積

立てとして３００万円、利益積立金の積立てとして１５０万円、建設改良積立金の積立て

として３，０００万円。処分後残額、資本金が１３億４，８１７万６，１５５円。資本剰

余金合計が１２億１，７４０万７，９１６円。繰越利益剰余金２１６万９，２５２円。 

 続きまして、下の表をご覧ください。平成２５年度甘楽町水道事業剰余金計算書。最上

段の前年度末残高、資本合計が２６億１，１０８万７，５００円。中段にあります当年度

変動額、資本合計が２億２，０９６万５，８２３円。当年度末の残高、資本金合計が２８

億３，２０５万３，３２３円。この金額が、平成２６年度への繰越金になります。 

 続きまして、４ページをお願いいたします。平成２５年度甘楽町水道事業貸借対照表。

資産の部から説明いたします。１．固定資産（１）有形固定資産と（２）無形固定資産と

を合わせました固定資産合計が２２億３，５９４万６，８９１円。２．流動資産の合計額

６億１，９０８万８，８６９円。１の固定資産と２の流動資産を合わせました資産合計が

２８億５，５０３万５，７６０円。 

 続きまして、負債の部。３．流動負債のみで、負債合計が２，２９８万２，４３７円で

あります。続きまして、資本の部、４．資本金（１）自己資本金と（２）借入資本金とを

合わせました資本金合計が１３億４，８１７万６，１５５円。５．剰余金（１）資本剰余

金と（２）利益剰余金とを合わせました剰余金合計が１４億８，３８７万７，１６８円で

あります。資本合計２８億３，２０５万３，３２３円。負債資本合計が２８億５，５０３

万５，７６０円となりまして、左側の資産合計と一致します。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○散  会 

◇議長（黛 哲夫君） 本日はこれにて散会いたします。 

   午前１１時４４分散会 
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